
 

 

 

 

 

「 負 け て 覚 え る 人 生 」 

校  長  長  田   克  

５月の中旬から土・日曜日の度に、さまざま部活の大会があります。頑張って勝ち残った部

もあれば、３年生の引退が決まってしまった部もあったと聞いています。勝ち残って次の試合

に駒を進めた部活の皆さんは次を目指して、また、頑張ってください。  

残念ながら、負けてしまった部活の皆さん、ご苦労さまでした。今行われている大会は選手

権大会といって、夏の全国大会につながる最も大きな大会です。そういう意味では、３年生の

皆さんにとっては３年間の部活動の一つの区切りでもあるわけです。「ご苦労さま」と言われ

ても、負けた悔しさの方が、まだ、先に立つかもしれませんね。  

でも考えてみてください。日本全国に、中学校が約１０，０００校あります。その中のたっ

た１校だけが全国優勝をするのです。逆に、それ以外の学校は全部負けるのです。メジャーリ

ーガーの大谷選手でさえ、中学や高校時代に日本一になったことはありません。やはり途中で

負けてしまっているのです。  

角界（相撲）のことわざに「負けて覚える相撲かな」ということわざがあります。勝ったと

きよりも負けたときの方が、いろいろなことを知って、相撲が強くなれるのだそうです。勝ち

負けの経験や練習の辛さに耐えた経験が人間を成長させるのです。  

運動部に限らず、３年間続けた部活動の経験は、皆さんの大きな財産となっているはずです。

自信と誇りをもってください。  

勉強にも同じことが言えると思います。いつも満点というのも良いかもしれませんが、そん

なことはまず不可能です。間違えるからこそ覚えるし、できないからこそ勉強するのです。  

16日から行われる期末テストの答案が返ってきたときに良い点が取れた人は、努力の成果

ですから自信をもってください。それ以上に大切なことは、間違えたところを必ず見直すこと

です。そうすれば、正解したところより自分の力になるはずです。ぜひやり直してみてくださ

い。  

もう一つ、人間は負けたときの方がその人の人間性がわかると言います。負けたときや苦し

いときに自分勝手な振る舞いをする人間か、弱い人たちのことを考え、周りの人たちに心づか

いのできる人間かでは大きな違いがあります。「負けて覚える人生」にしてほしいものです。 
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◎ 体 育 祭 を 終 え て 

体育祭が終わり、これまで体育の時間ごとに練習していた大き

な声が聞こえなくなって、少し寂しさを感じます。  

 素晴らしかった体育祭・・・個人種目の頑張りはもちろんですが、

クラスで力を入れた学年種目や全員リレーでは、クラス全員と担

任が心を一つに合わせて全力で頑張る瞬間を見せてもらいました。 

 この体育祭では、勝ち負けを越えて得たものがたくさんありまし

た。それは仲間との絆であったり、団結できた喜びであったり、ま

た、悔しさもあるかもしれません。みんなで頑張ったクラスは、こ

れからのクラスの雰囲気ももっとよくなり、どんどん楽しいクラスになっていくはずです。今

回の体育祭をこれからの学校生活に活かしていくよう期待しています。  

保護者の皆さまや地域の皆さまには、公私ご多用のところ、多数、ご来校いただくとともに、

生徒の頑張りに対する激励のご声援いただきましたこと、厚く御礼申し上げます。体育祭での

生徒の姿を見ていると、私たち大人が思っている以上の才覚や能力があるのだと改めて認識

し、感心しました。ありがとうございました。  

【保護者の皆様】  

１学期も残り 1 ヶ月程になってきました。新しい環境にも慣れ、緊張感も薄れてきた頃では

ないでしょうか。学校生活の様子を見ると、授業、部活動、先日行われた体育大会の行事を通

して友人と関わりを深めながら生活を送っています。しかし、新しいクラスや友人などの人間

関係の中にも悩みなどが芽生えてくる時期です。学校では、その悩みに寄り添い、上手く人間

関係を構築していけるようにしていきたいと思っています。  

保護者の皆様が、お子様の様子を見ていく中で少しでも異変を感じたり、いじめであると思

われる行為が発覚したりした場合は、小さなことでも学校へご連絡ください。ご家庭と連携し

て問題を解決し、お子様が安心して学校生活を送ることができるようにしていきたいと思いま

す。もしお子様の様子に気になることがあれば、子ども見守りシート等に書いたり、担任など

話しやすい先生に相談したりするよう、ご家庭でも声かけ等のご支援をお願いします。  

 

 
いじめの定義  

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児

童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身

の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。  

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談するこ

とが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に

通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配

慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。                                

出典：いじめ防止対策推進法  

 

 

 


